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内部統制の実効性向上に向けた検討

内部統制の実効性
向上に向けた検討

•内部統制の実効性向上に向けて、企業会計審議会総会におけるご議論を踏ま
え、基準・実施基準等の改正を含めて、企業会計審議会内部統制部会で審議を
行う。

内部統制報告制度の導入

• 我が国の内部統制報告制度は、財務報告の信頼性を確保するため、米国の企
業改革法（サーベンス・オクスリー法）やCOSOの内部統制フレームワークを参
考に、金融商品取引法の改正により2008年に導入された。

内部統制を巡る
環境変化と新たな課題

• 制度導入以来十数年が経過し、これまで企業の経営管理・ガバナンスの向上に
一定の効果はあったものの、近年、実効性に懸念があるとの指摘がある。

• また、国際的な内部統制・リスクマネジメントの議論も進展している。

• これらを踏まえて、有識者等から様々な提言がなされている。会計監査の在り方
に関する懇談会（令和３事務年度）や今事務年度の金融行政方針においては、
内部統制の整備・運用状況について分析を行った上で、国際的な内部統制・リス
クマネジメントの議論の進展も踏まえながら、内部統制の実効性向上に向けた
議論を進めるべき、とされている。
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内部統制報告制度導入の背景・経緯（2006年）

ディスクロージャーをめぐる不適切事例
→ 財務報告に係る企業の内部統制が有効に機能していなかったのではないかとの懸念

内部統制の整備の必要性

・ 米国では、2002年、企業改革法（サーベンス・オクスリー法）により、財務報告に係る内部統制について、経営
者による評価と公認会計士による監査を義務付け

・ 我が国では、2004年3月期から（有価証券報告書等の適正性に係る）経営者確認制度を任意で導入

 金融商品取引法（2006年6月7日成立） ： 2008年4月1日以後開始する事業年度から適用
 上場会社等を対象に財務報告に係る内部統制の「評価」と「監査」を義務付け(内部統制報告制度）
 併せて、有価証券報告書等の適正性について、経営者の確認を義務付け（確認書制度）

 企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評
価及び監査に関する実施基準の設定について」（2007年2月15日）
→ 内部統制の評価及び監査に係る基準並びにより詳細な実務上の指針（実施基準）の公表

 政令・内閣府令の公布 (2007年8月）、事務ガイドライン・Ｑ＆Ａの公表（2007年10月）
 日本公認会計士協会 内部統制監査の実務指針の公表（2007年10月）
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（出所）鳥羽至英ほか訳『内部統制の統合的枠組み理論篇』（1996年）、八田進二ほか共訳『英国のコーポレート・ガバナンス』（2000年）、野村亜紀子「内部統制から事業リスク管理へ」（2003年）、新田敬祐「リス
クマネジメントの新潮流」（2004年）、八田進二監訳『全社的リスクマネジメント フレームワーク篇』（2006年）、 、杉野文俊「企業リスクマネジメントの史的展開に関する一考察」（2009年）、八田進二ほか監訳『
COSO内部統制の統合的フレームワーク フレームワーク篇』（2014年）、八田進二ほか監訳『COSO全社的リスクマネジメント』（2018年）等を参考に金融庁作成。

内部統制・リスクマネジメントに関するこれまでの議論

COSO「内部統制の統合的枠組み」
COSO「全社的リスクマネジメント－統合的
フレームワーク」

COSO「内部統制－統合的フレーム
ワーク」改訂

米国
(COSO)
の議論の
動向

キャドバリー委員会報告書

ICAEW「ターンバル・ガイダンス」

FRC「コーポレートガバナンス・コー
ド」英国での

ガバナン
スの議論
の動向

リスク
マネジ
メントの
議論の
動向

～1990年代 1990年代～2010年 2010年～

1992年

COSO「全社的リスクマネジメント：
戦略及びパフォーマンスとの統合」
改訂

1992年

伝統的なリスクマネジメント 現代的なリスクマネジメント

個々のリスクのマイナス面のみを捉え、そ
の危険や損失をいかに回避・抑制するかに
重点が置かれる

2004年

ビジネスを行う上で想定されるリスクについてプラス・マイナスの両面から総合的に捉え、リスクをいかに
管理するかに重点が置かれる

2013年

2017年
＜全社的リスクマネジメントの目的＞
• 戦略（事業体のミッションと連動しそれを支える
ハイレベルな目標）

• 業務（事業体の資源の有効かつ効率的な利用）
• 報告（報告の信頼性）
• コンプライアンス（適用される法規の遵守）
（注）戦略と目標設定の中にリスク選好とリスク許容度を

位置づけ

＜内部統制の目的＞

• 業務の有効性と効率性

• 財務報告の信頼性

• 関係法規の遵守

（注）企業戦略を踏まえたリスクマネジメント
の考え方は明示されていない

取締役会においてリスクベースのアプロ―チによるレビューを採用する
ことを念頭

1999年

2010年 （注）直近の改訂は2018年

 現代的リスクマネジメントの考え方の台頭
 ガバナンスにおける経営戦略と紐付いたリスクマネ
ジメントの重視

 2001年のエンロン事件等の発生を契機とするリスク
マネジメントの重要性の高まり

バーゼル委「銀行組織における内
部管理体制のフレームワーク」

1998年

2013年
FSB 「リスクガバナンスに関するテーマレ
ビュー」

バーゼル委「コーポレート・ガバナンスを強化
するための諸原則」

2010年
（注）下記テーマレビューを受けて
2015年に改訂

金
融
機
関
の
動
向

1999年

バーゼル委「銀行組織にとっての
コーポレート・ガバナンスの強化」

（注）2006年に改訂
金
融
危
機

1998年

ハンペル委員会報告書

コーポレートガバナンスの重要性は、アカウンタビリティのみならず
企業の繁栄に貢献することであること（攻めの視点）を明記

（注）上記報告書等を取りまとめた「統合規範」を受け策定

この他、2013年にFSBは「実効的なリスクアペタイ
ト・フレームワークの諸原則」を公表

（注）FSB ：金融安定理事会
ICAEW：イングランド及びウェールズ勅許会計士

協会
FRC ：英国財務報告評議会
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海外主要諸国における内部統制報告制度の状況

 米国でSox法が制定された後、韓・日・加・中等で、財務報告に係る内部統制の有効性を評価・報告す
る制度が導入された。

 欧州は、財務報告に係る内部統制報告制度という特定の制度ではなく、ガバナンスコード等で内部統
制全般を規律する傾向。

米国 韓国 カナダ 中国 日本

法令名
略称

企業改革法
（Sox法）

株式会社の外部監
査に関する法律

（K-Sox）

CSA通達52-109
（Sox-North）

企業内部統制
基本規範
（C-Sox）

金融商品取引法
（J-Sox）

適用開始
時期

2004年11月15日以
降終了する事業年
度から適用

2004年に制定。2006
年以降、事業規模等
に応じて段階適用（注）

2008年12月15日から
適用

2011年1月から適
用

2008年4月以降開始
の事業年度から適

用

主な特徴

･ 小規模の上場企
業について外部監
査を免除。2020年､
免除の対象を拡大

･ 2018年の法改正に
より、外部監査人の
「レビュー」が「監
査」に引き上げられ
た

･ 外部監査人の監
査・レビューは不
要とされている

- -

（注）上場企業においては、大企業は2006年1月1日以降終了する事業年度、中小企業は2007年1月1日以降終了する事業年度を適用開始時期とした。
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（注） 今後、追加での訂正内部統制報告書の提出により、当該者数が増加する可能性がある。

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

内部統制報告書提出者数 2,670 3,746 3,667 3,589 3,568 3,549 3,583 3,633 3,647 3,695 3,723 3,616 3,796 3,850

①内部統制は「有効」であるとした者数 2,605 3,682 3,639 3,565 3,544 3,528 3,559 3,590 3,616 3,666 3,689 3,573 3,768 3,809

②開示すべき重要な不備があり、内部統制は
「有効でない」とした者数

56 58 21 17 21 20 24 41 30 27 34 43 28 41

③内部統制の評価結果を表明できないとした者数 9 6 7 7 3 1 0 2 1 2 0 0 ０ ０

訂正報告書の提出により、「有効」から「有効
でない」とした者数（～2022年6月提出分） 33 39 57 69 68 80 85 81 78 61 55 28 23 27

 内部統制に「開示すべき重要な不備」が存在すると開示したケースは、引き続き一定数がみられる。

 内部統制に「開示すべき重要な不備」が存在すると開示したケースのうち、事後的に内部統制報告書を訂正
して開示したケースが大きな割合を占める年度が見受けられる。

内部統制報告書提出状況の推移

(出所) 2022年６月30日までに、EDINETに提出された報告書等に基づき、内部統制の評価対象期間（当該年度に終了する会計期間）をベースに集計。

(注）
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（注） 今後、追加での訂正内部統制報告書の提出により、当該者数が増加する可能性がある。

内部統制報告書提出状況の推移

(出所) 2022年６月30日までに、EDINETに提出された報告書等に基づき、内部統制の評価対象期間（当該年度に終了する会計期間）をベースに集計。
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2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

内部統制報告書提出者数 2,670 3,746 3,667 3,589 3,568 3,549 3,583 3,633 3,647 3,695 3,723 3,616 3,796 3,850

①内部統制は「有効」であるとした者数 2,605 3,682 3,639 3,565 3,544 3,528 3,559 3,590 3,616 3,666 3,689 3,573 3,768 3,809

②開示すべき重要な不備があり、内部統制は
「有効でない」とした者数

56 58 21 17 21 20 24 41 30 27 34 43 28 41

③内部統制の評価結果を表明できないとした者数 9 6 7 7 3 1 0 2 1 2 0 0 ０ ０

訂正報告書の提出により、「有効」から「有効で
ない」とした者数（～2022年6月提出分） 33 39 57 69 68 80 85 81 78 74 59 33 28 5

 内部統制に「開示すべき重要な不備」が存在すると開示したケースは、引き続き一定数がみられる。

 内部統制に「開示すべき重要な不備」が存在すると開示したケースのうち、事後的に内部統制報告書を訂正
して開示したケースが大きな割合を占める年度が見受けられる。

訂正後


